
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 2 次東京都道路バリアフリー推進計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 7（２０２５）年 ３月 

東 京 都 建 設 局   



 

  



 

「第２次東京都道路バリアフリー推進計画」の策定にあたって 

 

東京都では、これまで、高齢者や障害者など、全ての人が安全で円滑に移動できるよう、東

京都福祉のまちづくり条例等に基づき、歩道の段差解消や勾配改善、視覚障害者誘導用ブロ

ックの設置など、都道のバリアフリー化に取り組んできました。 

平成 27 年度には、「東京都道路バリアフリー推進計画」を策定し、駅を中心に官公庁や福

祉施設等の生活関連施設を結ぶ都道のバリアフリー化を進めるとともに、東京 2020 大会開

催に合わせ、競技会場や観光施設周辺の都道の整備を行ってきました。 

現在、東京都の高齢者人口は 300 万人を超え高齢化が進展しており、さらに 2050 年に

はおよそ３人に１人が高齢者となる超超高齢社会が到来すると予測されています。 

このような状況を踏まえ、東京 2020 大会の開催を契機に進展したバリアフリー化の取組

をレガシーとして継承・発展させ、高齢者や障害者を含めた全ての人が、日常生活や社会生活

の中で安全に移動できるバリアフリー環境を整えるため、「第２次東京都道路バリアフリー推

進計画」を策定しました。 

本計画では、駅がない地域においても生活関連施設を結ぶ道路を優先整備路線に設定し、

今後 10 年間で延長約 90 ㎞の整備を進めていきます。 

また、区市町村の基本構想等と一層の連携を図り、面的なバリアフリー化の形成を推進して

いきます。 

本計画に基づき、誰もが安全で円滑に移動できる道路空間の創出に取り組んでいきます。 

 

 

令和７年３月          

   東京都建設局長  花 井  徹 夫   
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１ 背景・目的 

東京都では、これまで、道路の新設や拡幅、歩道設置事業等の機会を捉え、誰もが

安全で円滑に通行できる歩道の整備を進めてきた。 

平成 18 年に、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の

促進に関する法律」と「高齢者、身体障害者等が円滑に移動できる特定建築物の建築

の促進に関する法律」が統合され、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律（以下「バリアフリー法」という。）」が施行された。 

バリアフリー法に基づき、区市町村が策定する「移動等円滑化基本構想（以下「基本

構想」という。）」において設定した「生活関連経路」のうち、優先的にバリアフリー化す

べき道路を国土交通大臣が「特定道路」として指定することとなった。なお、同法では

「特定道路」以外の全ての道路においてもバリアフリー化するよう“努力義務”が課せ

られるようになった。 

東京都においても、平成 21 年の「東京都福祉のまちづくり条例」の改正により、都

道の新設・改築時にはバリアフリー化が“遵守義務”となった。 

さらに、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会（以下「東京 2020 大会」

という。）開催を契機に、競技会場や観光施設周辺等の都道をバリアフリー化するとと

もに、これまで対象としてきた駅、官公庁、福祉施設等を結ぶ道路に、新たに文化施設

やスポーツ施設周辺等の道路も加えた「東京都道路バリアフリー推進計画」を平成２８

年３月に策定し、道路のバリアフリー化を一層進めてきた。 

令和 2 年には、東京 2020 大会のレガシーとして共生社会の実現に向け、ソフト対

策の取組を強化するためにバリアフリー法が改正され、「心のバリアフリー」推進のた

めの事業メニューが追加されるとともに、特別特定建築物のバリアフリー基準適合義

務の対象が拡大された。 

今後は、東京２０２０大会の開催を契機として進展した、ハード・ソフト両面からの取

組をレガシーとして受け継ぐとともに、東京２０２５デフリンピックやその先を見据えて、
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超高齢化やニーズの多様化など社会環境の変化に柔軟に対応し、更なるバリアフリー

の取組を推進していく必要がある。 

本計画では、高齢者や障害者を含めた誰もが安全で円滑に移動できる環境の確保

を目的として、官公庁や病院など主要施設を中心とした経路を設定し、公立小中学校

等、新たな施設周辺の道路も加え、都道のバリアフリー化を推進していく。また、区市

町村の基本構想等との整合を図ることで、都道のバリアフリー化を図っていく。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１-1 道路のバリアフリー化に関連する法律や計画   

都道のバリアフリー化 

バリアフリー法 
（平成 18 年施行） 

・基本構想にて生活関連経路の設定 

・特定道路の指定 

・全ての道路のバリアフリー化が努力義務 

東京都福祉の 
まちづくり条例 

（平成 21 年改正） 
・新設・改築時には全ての道路で

バリアフリー化が遵守義務 

 

 

 

 

 

 

 

交通バリアフリー法 
（平成 12 年施行） 

・区市町村による基本

構想の策定 

ハートビル法 
（平成 6 年施行） 

東京都福祉の 
まちづくり条例 
（平成 7 年施行） 

バリアフリー法 
（令和 2 年改定） 

・心のバリアフリーの推進 

・特別特定建築物に公立

小中学校を追加 

（対象路線） 
・主要施設、生活関連施設を結ぶ道路 

【既計画】 

（対象路線） 

●特定道路（平成 20 年、令和元年） 

●想定特定道路 

●東京都道路バリアフリー推進計画（平成 28 年 3 月策定） 

・競技会場周辺道路 

・観光施設周辺道路 

・避難道路 

・駅、生活関連施設を結ぶ道路 

【本計画】 
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コラム① 心のバリアフリー 

共生社会を真の意味で実現していくためには、生活のあらゆる場面で、障

害のある人もない人もお互いに「心のバリアフリー」を体現していなくてはな

らない。そのためにも、障害には重複障害を含め、様々な種類や程度があるこ

とについても、理解が促進されるよう取り組むことが必要である。 

「心のバリアフリー」とは、ユニバーサル２０２０行動計画（平成 29 年２月ユ

ニバーサルデザイン２０２０関係閣僚会議決定）に記載のとおり、様々な心身の

特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーシ

ョンをとり、支えあうことを意味し、当該行動計画においては次に掲げる３点

が「心のバリアフリー」を体現するためのポイントとして示されている。 

 

 

「心のバリアフリー」を体現するためのポイント 

① 障害のある人への社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるとい

う「障害の社会モデル」を理解すること。 
 

② 障害のある人（及びその家族）への差別（不当な差別的取扱い及び合

理的配慮の不提供）を行わないよう徹底すること。 
 

③ 自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力

を養い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこ

と。 

 

 

道路を取り巻く環境においても、バリアフリー化の整備を進めるだけでな

く、どのような状況が困難であるのか理解を深めていくことが重要である。 

例えば、混雑した歩道などで、多様な人々の困りごとに気づき、バリアによ

り支障を受けている人に対して、コミュニケーションを取るなど、適切な配慮

を行うことも必要である。 
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２ これまでの整備実績 

東京都では駅、生活関連施設（官公庁、福祉施設等）を結ぶ道路や特定道路、競技会

場周辺等の道路において、バリアフリー化を推進してきた。 

 

・ 特定道路 

バリアフリー法に基づき、平成 20 年 12 月に国土交通大臣より、全国で約

1,700 ㎞が指定された。その際、都内においては約 160 ㎞が指定され、うち都道

については 72 ㎞であり、平成 25 年度までに整備が完了した。 

令和元年 7 月には、新たに全国で 2,740 ㎞、都内約 500 ㎞、うち都道につい

ては、約 150 ㎞の特定道路が指定された。 

・ 想定特定道路 

将来、特定道路に指定されるであろう道路として、都が位置づけた都道約 255

㎞については、平成 27 年度までに整備が完了した。 

・ 優先整備路線 

平成 28 年に策定した「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき、延長約 180

㎞を目標値として設定し、整備を推進してきた。 

このうち、東京２０２０大会までの整備として、競技会場周辺道路、観光施設周辺

道路、避難道路の合計９０㎞については、大会開催までに整備が完了した。 

・ その他 

他事業との一体的な整備（都市計画道路等の新設・拡幅に伴うバリアフリー化、無

電柱化事業に伴うバリアフリー化）により、整備が完了した。 

 

 

特定道路 
平成 20 年指定 72 ㎞ 

令和元年指定 133 ㎞ 

想定特定道路 255 ㎞ 

優先整備路線 157 ㎞ 

   

表 2-1 整備実績（2024 年度末見込み） 

※一部重複あり 
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表 2-2 東京都道路バリアフリー推進計画で位置づけられた競技会場、観光地、避難道路一覧 

   

新国立競技場 お台場海浜公園

（オリンピックスタジアム） 潮風公園

東京体育館 大井ホッケー競技場

国立代々木競技場 海の森クロスカントリーコース

日本武道館 海の森水上競技場

皇居外苑 カヌー・スラローム会場

東京国際フォーラム アーチェリー会場（夢の島公園） 

国技館 オリンピックアクアティクスセンター

有明アリーナ 東京辰巳国際水泳場

有明体操競技場 馬事公苑

有明BMXコース 武蔵野の森総合スポーツ施設

有明テニスの森 東京スタジアム

新宿・大久保 お台場・有明

銀座・有楽町・日比谷 六本木・麻布

浅草 東京駅周辺・丸の内・日本橋

渋谷 品川

秋葉原 池袋

原宿・明治神宮・表参道・青山 築地

皇居 赤坂

上野・御徒町・アメ横 東京ドーム・神保町周辺

東京タワー 代官山・恵比寿

新宿中央公園・高層ビル群一帯
【東京・所沢線】

明大和泉校舎一帯
【環状7号】

上野公園一帯
【上野尾竹線、環状3号、神田白山
線、御徒町小岩線、上野月島線】

桐ヶ丘・赤羽台・西が丘地区
【環状6号、環状7号、本郷赤羽線】

平和島地区
【東品川下丸子線、環状7号】

大泉中央公園一帯
【東京朝霞線】

多摩川河川敷・ガス橋一帯
【環状7号、東品川下丸子線、大田調
布線、大田神奈川線】

篠崎公園・江戸川緑地一帯
【一般国道14号】

明治神宮・代々木公園一帯
【鮫洲大山線】

都立尾久の原公園一帯
【王子千住南砂町線、台東川口線】

避難道路

名　　称

競技会場

観光地
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３ バリアフリー化整備方針 

３．１ バリアフリー化整備方針 

バリアフリー法の改正により、バリアフリー化基準適合施設の対象が拡大されたこ

とや、区市の基本構想等で位置づけられた、生活関連施設等を考慮し、新たに対象と

なる施設を追加するなど多様なニーズへ対応していく必要がある。 

また、区市町村の基本構想等との整合を図るため、基本構想を策定している自治体

においては、引き続き連携したバリアフリー化の整備に取り組むとともに、策定してい

ない自治体に対しては、策定を促していく必要がある。 

本計画では、こうした状況を踏まえ、①日常生活におけるバリアフリー環境の整備、

②区市町村の基本構想等との整合の 2 つを整備方針とし、重点的に整備を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

      

① 日常生活におけるバリアフリー環境の整備 

② 区市町村の基本構想等との整合 

整備方針 

図 3-1 整備方針 
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３．2 整備対象路線の設定 

整備方針を踏まえ、高齢者や障害者等を含めた全ての人が、日常生活や社会生活の

中で、安全で円滑に移動できるバリアフリー環境を整えるため、駅中心だけではなく、

駅がない地域においても生活関連施設（官公庁・福祉施設など）を結ぶ道路を優先整

備路線に設定し、整備を推進していく。 

また、区市町村の基本構想等に併せた経路についても優先整備路線に設定し、バリ

アフリー化を推進していく。 

これまで整備に取り組んできた路線については、区市町村の基本構想の策定・改定

に併せて、より効果的なバリアフリー化の整備を行うため、継続的整備箇所として設

定することで、再整備を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

東京都が管理するすべての道路 

特定道路 

優先整備路線 

・主要施設、生活関連施設間を結ぶ道路 

・区市町村の基本構想等との整合 

・他事業との一体的な整備 

優先整備路線 

（H２８.3） 
想定特定道路 

これまでの取組 

継続的整備箇所 （再整備） 

・区市町村の基本構想等との整合 
その他の道路 

区市町村等と連携した整備など 

図 3-2 路線等の位置づけ 

今後の取組 

今後の取組 
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（１） 優先整備路線 

駅がない地域においては、新たに主要施設を設定し、これらを中心とした半径 1km

圏域において、主要施設と生活関連施設を結ぶ道路を優先整備路線の対象とする。 

また、前計画では、駅を中心におおむね半径１㎞圏域において、生活関連施設が３

つ以上所在する場合に、駅、生活関連施設を結ぶ道路を対象に優先整備路線を設定

していたが、本計画では、主要施設と生活関連施設が２つ以上所在する場合に優先整

備路線を設定する。 

路線選定の対象となる生活関連施設には、バリアフリー法の改正により特別特定建

築物に追加された公立小中学校や、自治体の基本構想の生活関連施設に位置づけら

れた子ども家庭支援センター、税務署等を新たに設定する。 

 

①  主要施設、生活関連施設を結ぶ道路 

ア 主要施設 

これまで中心としてきた駅に加え、不特定多数の人々が訪れる施設かつ

公共性・恒久性が高い施設である官公庁、病院、スポーツ施設、公園を新た

に主要施設として位置づける。（島しょ地域の施設を除く） 

 

表 3-１  主要施設一覧 

主要施設 内 容 

駅 全ての駅 

官公庁 区市町村の本庁舎 

病院 東京都指定二次救急医療機関（令和 6 年 10 月 1 日現在） 

スポーツ施設 
「東京都における公立スポーツ施設（令和 5 年度版）」に記載

の施設 

公園 
「東京都地域防災計画（令和５年修正）」で避難場所や救出・救

助の活動拠点に位置づけられている都立公園   
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イ 生活関連施設 

生活関連施設とは、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において

利用する施設の総称であり、本計画においては、優先整備路線を選定する

ための対象施設を生活関連施設として位置づける。 

 

       表３-2  生活関連施設一覧 

旅客施設 

駅 

水上バス乗り場 

バスターミナル 

官公庁 
役所 

出張所・支所 

公共施設 

保健所・保健センター 

勤労福祉会館、区民会館等 

図書館 

文化ホール、区民ホール等 

地域センター、文化情報センター等 

公民館・集会施設 

公立特別支援学校、公立小中学校 

児童相談所・児童相談センター、子ども家庭支援センター、 

子ども発達支援センター、児童館、教育（サポート）センター 

公園 

郵便局 

警察署、裁判所、法務局、税務署、都税事務所、年金事務所 

公共駐車場 

医療施設 病院 

福祉施設 

老人福祉センター 

老人ホーム 

障害者支援施設 

地域包括支援センター、高齢者在宅サービスセンター 

文化施設 美術館・資料館・記念館・博物館・科学館 

スポーツ施設 スポーツ施設 

   



10 

ウ 優先整備路線の設定 

主要施設を中心としたおおむね半径 1km 圏域において、主要施設と生

活関連施設、生活関連施設同士を結ぶ経路を優先整備路線として設定する。 

バリアフリー化の整備は、原則として歩道の有効幅員 2.0m 以上を有す

る都道を対象とする。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-３ 主要施設、生活関連施設を結ぶ道路（イメージ） 
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コラム② バリアフリー化を重点的に進める道路 

都は福祉のまちづくり等に対する意識を把握するアンケート調査を実施し

た。 

職場、学校、買い物先など日常よく出かけるところに着くまでに、道路や

駅、電車やバスなどで、バリアフリー化が進んでいないために不便（以下「バ

リア」という。）を感じるところがあるかを聞いたところ、約4割の人が「ある」 

と回答している。 

日常よく出かけるところに着くまでにバリアを感じるところが 「ある」 と

回答した人に、バリアを感じる箇所を聞いたところ 「道路」 が 73.6％で最

も高く、次に「公共交通施設」となっている。 

40.6%

43.6%

57.0%

55.2%

2.3%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和3年度

平成28年度

ある ない 無回答

(4,581人)

(5,944人)

73.6%

53.2%

34.6%

17.0%

2.7% 0.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

令和3年度

(1,862人)
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道路でバリアを感じることが 「ある」 と回答した人が、バリアフリー化を

重点的に進める必要があると考えている道路は、「駅やバス停などの公共交

通施設の周辺道路」が 58.3％と最も高く、次に 「学校や保育園、幼稚園な

どの周辺道路」、「役所などの公共施設や福祉施設、病院などの医療施設等

の周辺道路」 の割合が高い。 

これにより、駅だけでなく他の主要な施設の周辺道路ついてもバリアフリ

ー化を重点的に進める必要があると考えられる。 

これまで取り組んできた「駅を中心とした徒歩圏内」だけでなく、駅から先

の地域へ行動範囲が一歩広がり、官公庁や病院などからも安全に移動でき

る、そのようなバリアフリー化を目指し、継続的に推進していく。 

※出典： 東京都福祉保健局 「都民の生活実態と意識（福祉のまちづくり等）」 

               令和３年度 東京都福祉保健基礎調査報告書 （令和４年１１月） 
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②  区市町村の基本構想等との整合 

区市町村が策定した基本構想に基づく、道路特定事業に位置づけられた都道

は、優先整備路線として計画的に整備を実施する。 

 

③ 他事業との一体的な整備 

ア 都市計画道路等の新設・拡幅に伴うバリアフリー化 

都市計画道路等の新設・拡幅事業を行う場合は、バリアフリー法に基づき、

バリアフリー化の整備を実施する。 

 

イ 無電柱化事業に伴うバリアフリー化 

本計画におけるバリアフリー化の整備方針に基づき選定した優先整備路

線において、無電柱化事業を行う場合は、無電柱化の舗装復旧に併せて道

路のバリアフリー化の整備を実施する。 

本計画の優先整備路線以外の路線で無電柱化事業を実施する場合は、沿

道状況を勘案し、可能な限り舗装復旧工事に併せてバリアフリー化の整備

を実施する。 
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（２） 継続的整備箇所 （再整備） 

これまで整備に取り組んできた都道で、区市町村の基本構想等の策定・改定や、沿

道の利用状況の変化があった場合、視認性向上のための視覚障害者誘導用ブロック

の再設置など、必要に応じて効果的なバリアフリー化を推進していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-4 継続的整備箇所（再整備）のイメージ図 
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道路等のバリアフリー化整備における知見とりまとめ 2024 年 3 月 東京都 

コラム③ JR 浮間舟渡駅駅前広場バリアフリー化 モデル事業 

東京都では、障害者や高齢者をはじめとする全ての利用者が使いやすい

道路整備を目指して、JR 浮間舟戸駅駅前広場及び都道をモデルにバリアフ

リー化整備を実施した。 

JR 浮間舟戸駅駅前広場・浮間公園前の都道 447 号については、バリアフ

リー化整備済路線という位置づけであったが、北区バリアフリー基本構想

（地区別構想：赤羽地区）の策定を受け、より利用者目線に立ったバリアフリ

ー化整備を進めるため、交通結節点として多くの人が利用している当該箇所

をモデル事業の対象として選定した。 

今回の事業の中では実現できなかったことについても、今後の利用状況

等において、実現の可能性を検討していく必要がある。 

障害当事者、地域住民、地域団体、関連事業者、行政等が相互理解を深め、

住みよいまちづくりに向けて、継続的に検討・整備を進めていくことが重要

である。 

整備方針箇所図 

整備状況図 

本モデル事業は、有識者や障害者・高齢者団体、公共

交通事業者、関係機関等で構成する「JR 浮間舟戸駅駅

前広場におけるバリアフリー化検討会」を計画段階から

立ち上げ、情報共有や意見交換を行いながら整備を進

めた。整備内容については、基本構想に位置づけられた

特定事業とその他事項を検討し、方針を決定した。 
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４ 整備内容 

整備にあたっては、「東京都福祉のまちづくり条例」に基づく「施設整備マニュアル」

を遵守して整備を進めていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４-１ バリアフリー化整備事例 （早稲田通り＜早稲田駅周辺＞） 

４．１ 整備対象道路 

高齢者や障害者等の移動の円滑化を図るため、車椅子使用者がいつでも転回やす

れ違いができる幅員を確保する必要がある。 

車椅子使用者同士が安全にすれ違えるよう、原則として歩道の有効幅員 2.0m 以

上を連続して確保できる経路を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-２ 整備対象道路における歩道有効幅員の考え方 
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コラム④ ２ｍ未満の歩道や歩道がない道路のバリアフリー対策 

施設間のスムーズな移動のためには、2m 未満の歩道や歩道のない道路

についてもバリアフリー化が求められている。 

歩道の有効幅員２ｍ未満の既設道路について、地形の状況その他の特別

な理由によりやむを得ない場合は、整備基準だけによらず可能な限りバリア

フリー化を図ることが重要である。 

バリアフリー化の検討を行う際には、多様な道路利用者の意見に留意して

誰もが安全に利用できるよう配慮が必要である。 

歩道設置等に代えて、歩行者の安全な通行を確保するための対応例を以

下に示す。 

 

●路側帯へのカラー舗装 

路側帯の部分に色を付けて舗装することで、歩行者の通行空間を明確

化し、安全を確保する。 

 

●リーディングラインの設置 

視覚障害者の歩行支援のため、JIS 規格の視覚障害者誘導用ブロックよ

りも幅の狭いブロック（リーディングライン）を設置するなどの事例がある。 

 

路側帯へのカラー舗装の例 
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４．２ 整備内容 

（１） 段差の解消 

車椅子使用者の利便と視覚障害者の安全な通行との双方を考慮し、歩車道境界部

には段差を残すこととし、その段差は 2cm を標準とする。 

横断歩道の途中にある分離帯は、車道と同一の高さとする。なお、歩行者及び自転

車の安全な横断を確保するために分離帯で滞留させる必要がある場合には、歩車道

境界部の段差は 2cm を標準とする。 

区市町村が、当該道路を利用する視覚障害者、車椅子使用者、その他の障害者や高

齢者、ベビーカー使用者等、様々な道路利用者の意見を踏まえて定めた横断歩道部の

段差の構造については、これを採用することができる。 

 

 

 

 

 

 

      

  

標準 2 ㎝ 

図 4-3 横断歩道部の段差の構造 

図 4-4 横断歩道部の段差 
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（２） 勾配の改善 

歩道の構造は原則として透水性舗装＊１とし、横断勾配は 1％とすること。ただし、透

水性舗装としない場合又は地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合

には、2％とすることができる。 

縦断勾配は 5％以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりや

むを得ない場合には、8％以下とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

＊１ 透水性舗装： 舗装を通して雨水を直接、地中へ浸透させる機能を持つ舗装をいう。透水性舗装とし

た際の効果は、表面の水はけの向上や地下水涵養などがあげられる。 

 

歩道の形式については、高齢者や視覚障害者、車椅子使用者等を含む全ての歩行

者にとって安全で円滑な移動が可能となる構造とすることが原則であり、視覚障害者

の歩車道境界の識別、車椅子使用者の円滑な交通等に十分配慮したものでなければ

ならない。このため、歩車道を縁石によって分離する場合の歩道の形式は、歩道面を

車道面より高く、かつ縁石天端高さより低くする構造（セミフラット形式）とすることを

原則とする。 

ただし、沿道の土地利用の状況によりセミフラット形式による整備が困難な場合に

はマウントアップ形式又はフラット形式を選択する。 

1.5m 程度 

図 4-5 歩道の勾配 
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          一般部（セミフラット形式）         一般部（マウントアップ形式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 4-7 セミフラット形式で波打ちを解消したイメージ 

図 4-6 歩道の形式 
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（３） 視覚障害者誘導用ブロックの設置 

設置場所及び設置方法については以下のとおりとする。 

① 設置場所及び設置方法については「視覚障害者誘導用ブロック設置指針・同解

説」（（公社）日本道路協会）を準用する。 

② 視覚障害者が多く利用する道路、視覚障害者がよく利用する施設と駅又はバス

停留所などの交通結節点を結ぶ道路の歩道上には重点的に整備する。 

③ 危険物を回避させる場合、複雑な誘導経路の場合、視覚障害者が頻繁に利用す

る場合などにおいては、連続的に敷設する。なお、敷設に当たっては、視覚障害者

の歩行者動線を考慮して、最短距離で目的地に辿り着けるよう誘導するために連

続的かつ極力直線的な敷設を標準とする。 

④ 電柱などの道路占用物等の施設を避けるために急激に屈曲させることのないよ

う、官民境界にある塀や建物との離隔 60cm 程度にとらわれず、占用物件を避

けた位置に直線的な敷設を標準とする。 

⑤ 通行動線の結節点、歩道状況の変化地点、立体横断施設の昇降口、地下道の出

入口、その他公共交通施設の出入口などに敷設する。 

⑥ 平面的に車両等と混合交通になる箇所（横断歩道部、細街路の切り開き部等）の

直前及び階段や急激に縦断勾配が変化する箇所の直前等に設置する。 

⑦ 踏切道手前の歩道への敷設を標準とする。 

⑧ その他、歩道上で特に視覚障害者の誘導を図る必要がある箇所、誘導用ブロッ

クによってその効果があると認められる箇所に敷設する。 

⑨ 敷設に当たっては、その他の歩道利用者の安全を阻害しないよう配慮する。 
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図 4-8 視覚障害者誘導用ブロックの設置例 

 

視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色を原則とする。ただし、周辺の舗装の色彩

との輝度比において対比効果が発揮できない場合には、他の色を使用することがで

きる。この場合においては、輝度比が確保できる措置を講ずること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（横断歩道前の設置例） 

 

 

 

 

 

 

（連続的に案内する設置例） 

 

（バス停の設置例） 

 

（危険物を回避させる場合の設置例） 

図 4-9 輝度比を考慮した視覚障害者 

誘導用ブロックの設置事例 
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踏切道内については、地元自治体や障害者団体等の意見を踏まえ、関係者等と調整

を図り、鉄道事業者と施工や維持管理等の協議を行った上で、踏切道内誘導表示等の

必要に応じたバリアフリー対策を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４） 歩道の連続化 

自動車交通量の少ない細街路と交差する場合は、切下げ構造を基本とし、本線の歩

道を連続させ、縁石の段差は 5cm を標準とする。なお、視覚障害者の利用等に考慮

し、切り開き形式とする場合は歩道面と細街路の段差は 2cm を標準とする。 

セミフラット形式の切下げ構造           マウントアップ形式の切り開き構造 

 

 

 

 

 

 

図 4-１2 歩道の連続化   

図 4-10 踏切道手前の設置例 

 
図 4-11 踏切道手前の視覚障害者誘導用

ブロックの設置事例 
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（５） 歩道の平坦性の確保 

交差点部等の横断歩道に向けての切下げは、自動車に対する歩行者の安全、路面

の排水などを考慮の上、高齢者、障害者等が円滑に通行でき、信号待ちの際に安心し

て滞留できる構造とする。 

交差点部で双方向に横断歩道がある場合の切下げ構造は、沿道家屋への出入りに

支障とならない箇所においては、歩道幅員に係わらず、交差点部全域にわたり切下げ

る構造とする。 

なお、整備が困難な場合は、歩道全幅員において、5%以下の緩やかな勾配により

すりつけるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

マウントアップ形式の場合                    施工困難な場合 

※ 沿道や地形状況等により、全ての基準を満たした整備が困難な場合、施工可能な対策を講じるこ

ととする。 

 

図 4-13 歩道の平坦性の確保   
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コラム⑤ 視覚障害者誘導用ブロックの設置の際の注意点 

交差点に設置された視覚障害者誘導用ブロックの線状ブロックは、横断歩

道の中心の、通行動線の方向に設置する必要がある。しかし、歩道の形状や、

横断歩道の方向、支障物等により、進む方向に向かって線状ブロックが設置

されていない場合がある。 

進む方向に線状ブロックが向いていない場合、横断歩道から離れたところ

に誘導され、事故となる可能性もある。 

視覚障害者誘導用ブロックは、視覚障害者の重要な標識となっているた

め、横断歩道部の設置には正確な誘導の確認が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、道路工事等に際して、止むを得ず既設の視覚障害者誘導用ブロック

を外す場合は、視覚障害者が適切に誘導されるよう仮説のブロックを設置

し、安全を確保する必要がある。 

 

【悪い設置事例】線状ブロックが進む方向に
向かって設置されていない 

【改善イメージ】線状ブロックが進む方向に
向かって設置されている 



26 

５ 整備計画 

５．１ 整備期間 

整備期間は、令和 7 年度から令和 16 年度の 10 年間とする。 

 

５．２ 整備規模 

整備規模は、下記のとおりとする。 

 

表５－１ 整備計画規模 

 目標値 

優先整備路線 約９０ｋｍ 

継続的整備箇所 約３０箇所 

 

※ 区市町村の基本構想等の策定状況や利用者ニーズの変化等により、必要に応じて中間見直しを

行う。 

   



27 

６ 他事業者との連携 

高齢者や障害者等の円滑な移動を実現するためには、誰もが利用する施設間を連

続的にバリアフリー化することが重要である。そのため、都道と国道、区市町村道との

連続性や、バスや鉄道等、公共交通機関との連携が求められる。 

 

６．１ 国、区市町村との連携 

都は駅、生活関連施設（官公庁、福祉施設等）を結ぶ道路について、区市町村が策定

する基本構想と整合を図りながら、国、区市町村と連携し、重点的にバリアフリー化を

進めてきた。 

今後、区市町村の基本構想の重点整備地区内など、都道が道路特定事業に位置づ

けられた場合は、整備を進めていく。 

また、面的・一体的なバリアフリー化を進めるための連絡会議を開催するなど、連携

した整備に取り組んでいく。 

歩車道境界の縁端構造や、視覚障害者誘導用ブロックと ICT を活用した誘導等に

ついては、区市町村との連携を図り、整備の検討を行っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6-1 区と連携した整備事例 整備前・整備後   

区道 

都道 
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６．２ 公共交通事業者との連携 

駅につながる歩道に視覚障害者誘導用ブロックを連続設置する場合には、鉄道施

設との接続について、鉄道事業者との調整を図る。 

また、バス停の乗り口に視覚障害者誘導用ブロックを設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

図６-２ 地下鉄駅出入口との連続的な整備

事例 

図６-３ バス停乗り口の視覚障害者誘導用

ブロック事例 
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コラム⑥ 歩車道境界の縁端構造 

都道では、車椅子使用者の利便と視覚障害者の安全な通行との双方を考

慮し、歩車道境界部には段差を残すこととし、その段差は２㎝を標準として

いる。一方、区市町村が様々な道路利用者の意見を踏まえて、特殊な縁端構

造を定めた場合は、区市町村と連携を図り、これを採用することができると

している。 

区市町村の定めた基準には、段差構造としては、一部０㎝、全面０㎝、１㎝

段差、ゴムピースを埋め込んだものなどがある。 

標準以外の構造で整備する場合は、多様な道路利用者の意見に留意して

整備内容を決定する必要があるため、区市町村のバリアフリー計画策定時な

ど、当事者参画により検討を行っている。 

都道での採用にあたっては、区市町村との協議により、当事者参画の状況

や縁端ブロックの機能性等を確認している。 

 

縁端構造の整備事例 

一部 0 ㎝ 

0 ㎝＋突起 ２㎝段差 

0 ㎝＋スリット 
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コラム⑦ 音声案内機能付視覚障害者誘導用ブロック 

近年、スマートフォンを用いた音声案内による、視覚障害者の支援シス

テムが開発され、交通事業者や自治体で実証実験が進められている。 

これらの支援システムは、視覚障害者誘導用ブロックだけではわからな

かった現在地や、向かっているブロックの先に何があるのかを知ることが

できると期待されている。 

ただし、屋外での利用については、夜間で街灯のない場所や視覚障害

者誘導用ブロックに落ち葉等何らかの支障物で覆いつくされてしまう場

合は、読み取り能力の低減が考えられる。 

これらの支援システムは、面的・一体的なバリアフリー化が不可欠であ

るため、自治体等が設定したルートにおいて、都道が含まれている場合は

協議・調整を行ってきた。 

今後とも、区市町村と連携して対応していく。 

 

●QR コードの読み取りによる音声案内 

視覚障害者誘導用ブロックに専用アプリを起動したスマートフォンのカ

メラを向けながら移動することで、点状ブロック上のＱＲコードを自動で

読み込み、現在地から目的地までのルートを設定し、音声で目的地まで案

内を行う。現在地や方向を音声で案内し、ルートから外れた場合は警告を

行うことができる。 

既存の点状ブロックにＱＲコードを貼り付けるだけで設置が完了する。 

スマートフォンを操作することができれば、新たに機器を持つ必要な

く、移動の情報を得ることができる。 

駅構内や駅・役所等から施設までの経路に整備が進んでおり、各地で実証

実験が進められている。 

 

出典： リンクス株式会社提供資料 

※iPhone は Apple Inc.の登録商標です 
※QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です 
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●コードの読み取りによる音声案内 

視覚障害者誘導用ブロックに丸や三角の印をつけてコード化したもの

で、スマートフォンアプリで読み取り、自分のいる現在地、方向案内、周辺

情報などの音声案内を聞くことができる。歩行者の進行方向によって異

なる情報の掲示が可能となっており、視覚障害者だけでなく、多言語設

定により外国人旅行者等、晴眼者の利用も想定している。 

設置については、既設の点状ブロックに部材を接着するだけで可能。 

使用者はスマートフォンが操作できれば、情報を得ることができる。 

コードは室内外の視覚障害者誘導用ブロックに設置が可能なため、駅

や道路、施設内の設置が行われており、実証実験も各地で進められてい

る。 

 

出典： 株式会社システムギアビジョン提供資料 
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７ 優先整備路線図・継続的整備箇所図 
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